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報告第３号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会におい

て指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項

の規定により報告する。 

 

  令和８年６月１０日提出 

 

四万十町長 山脇 光章   

 

記 

 

１ 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が 50万円以下のもの 
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専決第４号  
専 決 処 分 書  

損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１

８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。  
令和８年５月２０日  

四万十町長 山脇 光章    
１ 相 手 方  四万十町                         
２ 事故の概要  令和８年２月２４日午後０時５０分頃、本町職員が運転する公用

車が駐車場にバックで駐車しようとしたところ、車体の右後ろが

衝突したことによって駐車場内のフェンスが破損したもの。  
３ 損害賠償額  １９５，８００円 
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報告第４号  
令和７年度四万十町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により繰越

明許費の繰越を行ったので、別紙のとおり報告する。    令和８年６月１０日提出  
四万十町長 山脇 光章 
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報告第５号  
令和７年度四万十町特別養護老人ホーム窪川荘特別会計繰越明許費繰越計算 
書の報告について  

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により繰越

明許費の繰越を行ったので、別紙のとおり報告する。    令和８年６月１０日提出  
四万十町長 山脇 光章  
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諮問第１号     人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて   下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和 
２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。  
令和８年６月１０日提出  

四万十町長 山脇 光章  
記  

住  所  四万十町井﨑       
氏  名  畦地 勇  
生年月日             

8



諮問第２号     人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて   下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和 
２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。    令和８年６月１０日提出  

四万十町長 山脇 光章  
記  

住  所  四万十町大正        
氏  名  本山 桂三  
生年月日             
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議案第６７号     四万十町指定ごみ袋の売買契約の締結について   下記のとおり売買契約を締結することについて、四万十町議会の議決に付すべき契
約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１８年四万十町条例第４７号）第３条

の規定により議会の議決を求める。    令和８年６月１０日提出  
四万十町長 山脇 光章  

記  
１ 契約の目的   四万十町指定ごみ袋の買入れ  
２ 契約の方法   指名競争入札による契約  
３ 契 約 金 額   １２，３５１，５７０円            うち取引に係る消費税及び地方消費税の額            （１，１２２，８７０円）  
４ 契約の相手方   高知市高須新町４丁目１－４３ 

株式会社 三井 高知営業所 
所長 松木 一夫 
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議案第６８号 

 

   地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例について 

 

 地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を

次のように定める。 

 

  令和８年６月１０日提出 

 

四万十町長 山脇 光章 

 

四万十町条例第 号 

 

地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条  

例 

 

（四万十町監査委員条例の一部改正） 

 第１条 四万十町監査委員条例（平成18年四万十町条例第５号）の一部を次のように

改正する。 

  第３条中「第243条の２の８第３項」を「第243条の２の９第３項」に改める。 

 （四万十町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 四万十町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成18年四万十町

条例第185号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「第243条の２の８第８項」を「第243条の２の９第８項」に改める。 

（四万十町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例の一部改正） 

第３条 四万十町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例（令和２年四万十

町条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第243条の２の７第１項」を「第243条の２の８第１項」に、「第243条

の２の８第３項」を「第243条の２の９第３項」に改める。 

第２条中「第173条の４第１項第１号」を「第173条の５第１項第１号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年９月24日から施行する。 
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議案第６９号 

 

   四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

 

 四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

 

  令和８年６月１０日提出 

 

四万十町長 山脇 光章 

 

四万十町条例第 号 

 

四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

 

四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 18

年四万十町条例第 35号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「 

特別養護老人ホーム窪川荘医（嘱託医） 月額 245,000円 

特別養護老人ホーム四万十荘医（嘱託医） 月額 180,000円 

」を「 

特別養護老人ホーム嘱託医 月額 400,000円 

」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年７月１日から施行する。 
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議案第７０号  
   高幡障害者支援施設組合規約の変更について  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に基づき、高幡障

害者支援施設組合規約を次のとおり変更することに伴う協議のため、同法第２９０条

の規定により議会の議決を求める。  
  令和８年６月１０日提出  

四万十町長 山脇 光章  
   高幡障害者支援施設組合規約の一部を改正する規約 
  
 高幡障害者支援施設組合規約（高知県指令 55 地第 626 号）の一部を次のように改

正する。 
 第 12条を第 16条とし、第 11条の次に次の４条を加える。 
（組合の解散） 
第 12 条 組合を存続する必要がなくなった場合は、関係市町が議会の議決を経てす

る協議により組合を解散することができる。 

 （解散に伴う財産処分） 

第 13条 組合を解散する場合は、財産を処分するものとし、その配分等については、

関係市町が議会の議決を経てする協議をもって定める。 

 （解散に伴う事務の承継） 

第 14 条 組合の解散に伴う事務の承継については、関係市町の協議によりこれを定

める。 

 （決算の審査及び認定） 

第 15 条 解散後の決算の審査及び認定は、前条の規定に基づき事務を承継する市町

にて行う。 

  附 則 

 この規約は、高知県知事の許可のあった日から施行する。  
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